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新型インフルエンザ等の感染症対
策について

新型インフルエンザ対策推進本部事務局

責任者：福島 靖正

担当者：兵頭 利之

連絡先：０３－３５９５－２２５７
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●平成２１年１２月１５日

「新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン接種の基本方針」改定

－健康成人に対するワクチン接種実施を明確化

－市町村民税非課税世帯に属する者を対象とした負担軽減事業の実施

●健康成人に対するワクチン接種開始時期

－薬事法に基づく輸入ワクチンの特例承認の状況等を踏まえ、決定

●ワクチン接種の費用負担軽減事業
－市町村民税非課税世帯に属する者のうち、健康成人についても予算措置

－優先接種対象者に対する事業と同様の内容を予定

－実施要綱（案）を提示予定

ワクチン接種事業について①－健康成人への接種－
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①法的な位置づけ

φ第１７４回通常国会での予防接種法改正を念頭に、検討を開始

φ平成２１年１２月２５日に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会を開催

φ検討項目

a)予防接種法の対象となる疾病・ワクチンの範囲

b)健康被害が生じた場合のあり方

c)費用負担のあり方

②季節性インフルエンザワクチンの製造

③WHO等の海外の動向、インフルエンザの流行状況

Ҧこれらを踏まえた上で、今年度末までには、来年度における 実施予
定をお示しする予定

ワクチン接種事業について②－来年度－
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●サーベイランスについて

－全国の流行状況、重症化事例や病原性の変化等について、迅速かつ的確に把握
するため、引き続きご協力をお願いする。

●医療提供体制について

－重症化防止を最優先とする医療体制の整備

（病床の確保、診療体制の充実等）

－一般医療機関も含めた、新型インフルエンザ患者への対応体制の確保

（人工呼吸器、PPE、簡易陰圧装置、HEPAフィルター）

●抗インフルエンザウイルス薬の備蓄について
－国民の４５％に相当する量を目標として、備蓄を推進

新型インフルエンザに係る医療体制等について

国 タミフル３，０００万人分、リレンザ３００万人分の備蓄が完了予定
（平成２１年度まで）

都道府県 ○３ヶ年の地方財政措置に基づき、抗インフルエンザウイルス薬の
追加備蓄（平成２１年度から平成２３年度まで）

○タミフル耐性ウイルスの出現・新型インフルエンザの１０代の者への
感染に対応するため、リレンザの備蓄を可能な限り進める
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１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

基礎疾患のある方（最優先）

妊婦

小学校１～３年生
に相当する年齢の方

幼児（１歳～就学前）

基礎疾患のある方
（その他）

接種スケジュールの目安（平成21年12月16日作成）

高齢者

○ 国が示している標準的接種スケジュールであり、地域によって異なる。

・・可能であれば前倒しを依頼（12月16日）

・・可能であれば前倒しを依頼（11月6日）

１歳未満児等の
保護者

中学生に相当する年齢の方

高校生に相当する年齢の方

インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者

小学校４～６年生に相当する年齢の方

健康成人
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新型インフルエンザ（Ａ/ Ｈ１Ｎ１）の予防接種

予防接種法に基づく臨時接種として実施せず、国を実施主体とする予算事業として
予防接種を実施。また、併せて、特別措置法を制定し、健康被害救済等に係る規定を
整備。

○

○

現行の臨時接種は、疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に、被接種者等に
接種の努力義務を課し、公的な接種勧奨のもと、予防接種を実施するもの。

新型インフルエンザ（Ａ/ Ｈ１Ｎ１）と予防接種法の関係

新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）は、季節性インフルエンザと同程度の病

原性であることから、予防接種を行う際に、被接種者に接種の努力義務
を課す必要性は認められなかった。

上記の対応を踏まえ、現在、第１７４回通常国会への提出を念頭に、厚生科学審
議会予防接種部会において、新型インフルエンザ等の新たな感染症に対するため、
新たな臨時接種の枠組みの創設といった予防接種法改正の検討を進めているところ
である。

○
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β 対象疾病のあり方や健康被害が生じた場合の対応等の予防接種制度全般に係る
見直しについては、引き続き、厚生科学審議会予防接種部会において検討を行って
いく予定。



２．輸入企業との契約内容への対応 （副作用被害等に関する企業への国の損失補償）

１．健康被害が生じた場合の救済措置の整備

○ 特例承認を受けた新型インフルエンザワクチンの製造販売業者を相手方として、ワクチン使用
により生じた健康被害に係る損害を賠償すること等により当該製造販売業者に生じた損失等については、政
府が補償することを約する契約を締結することができること。

○ 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ予防接種において、当該予防接種を受けた者について、健康被害
が生じた場合の救済措置を講ずること。

○ 給付の額等については、予防接種法の二類疾病の定期接種に係る給付に関する措置（医薬品医療機器
総合機構法に基づく副作用救済給付と同様）を踏まえたものとすること。

厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図るとともに、
必要な海外生産分の輸入を行うため副作用被害等に関する企業への国の損失補償を行うために、
新たな立法措置を講ずる。

３．施行期日

４．検討規定

12月4日（公布日）から施行すること。ただし、健康被害の救済措置に係る規定は、施行日前に新型インフルエ
ンザ予防接種を受けた者にも適用すること。

政府は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種の実施状況、新型インフルエンザ予防接種の有
効性及び安全性に関する調査研究の結果等を勘案し、将来発生が見込まれる新型インフルエンザ等感染症に
係る予防接種の在り方、当該予防接種に係る健康被害の救済措置の在り方等について速やかに検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法
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行政備蓄用抗インフルエンザウイルス薬（タミフル・リレンザ）については、
１１月末までに約４，９００万人分を確保。

○ タミフル
ỄḯỈỊỂ
ểḯỈịỊ

ỆḯễỉỊ

○ リレンザ
ỄỈỊ
ỄỈỉ

ệễệ

β 国備蓄については、１１月末時点の数。（１０月末時点と同数）
β 県備蓄については、１１月末時点の数。（都道府県別の内訳は別紙参照）

抗インフルエンザウイルス薬の備蓄①

行政備蓄用抗インフルエンザウイルス薬（タミフル・リレンザ）の備蓄量
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抗インフルエンザウイルス薬の備蓄②

（平成21年11月末時点）

タミフル リレンザ タミフル リレンザ

1 北海道 655.9 19.2 25 滋賀県 179.7 14.7
2 青森県 177.0 4.9 26 京都府 308.0 0.0
3 岩手県 161.0 4.7 27 大阪府 1025.0 50.5
4 宮城県 276.3 8.2 28 兵庫県 614.0 29.0
5 秋田県 132.7 3.8 29 奈良県 169.2 4.0
6 山形県 141.5 7.5 30 和歌山県 124.0 4.0
7 福島県 375.3 21.3 31 鳥取県 78.0 6.5
8 茨城県 347.1 10.2 32 島根県 99.7 3.8
9 栃木県 271.0 10.5 33 岡山県 262.7 10.2

10 群馬県 235.5 10.5 34 広島県 339.0 20.0
11 埼玉県 840.0 152.0 35 山口県 193.8 5.5
12 千葉県 712.0 21.3 36 徳島県 94.5 8.2
13 東京都 3028.0 2020.0 37 香川県 117.9 11.0
14 神奈川県 1036.4 31.2 38 愛媛県 122.0 4.9
15 新潟県 283.6 8.3 39 高知県 97.9 2.8
16 富山県 129.3 3.8 40 福岡県 592.7 17.6
17 石川県 151.3 4.3 41 佐賀県 192.0 20.0
18 福井県 106.8 8.4 42 長崎県 226.0 15.0
19 山梨県 103.0 3.0 43 熊本県 228.2 6.6
20 長野県 256.0 22.5 44 大分県 151.0 4.7
21 岐阜県 247.3 7.3 45 宮崎県 149.0 6.0
22 静岡県 441.9 13.2 46 鹿児島県 206.0 0.0
23 愛知県 851.5 25.7 47 沖縄県 198.8 0.0

24 三重県 249.5 9.8 16,979 2,676計

合計 約19,655千人分

備蓄量（千人分） 備蓄量（千人分）
No. 都道府県名 No. 都道府県名
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市民からの問い合わせが増加

救急外来の患者数が増加

通常の外来時間における患者数増加

入院が必要と診断される患者数増加

ＩＣＵ入室となる重症患者数増加

看護協会からのボランティアにより、基幹病院におけ
る時間外相談を支援 【沖縄】

診療所の医師が救急医療機関の診療支援 【沖縄】

定点あたりの
患者数増加

ＩＣＵ稼働状況を把握する
情報ネットワークを構築 【沖縄】

休日当番医療機関数を増加 【北海道・沖縄】

予測される事態

自治体等による取り組み

ファクシミリ処方せんの開始 【沖縄・北海道】

かかりつけ医への受診を呼びかけ 【東京・愛知】

重症度別の入院医療機関のトリアージを実
施 【沖縄】

急速に患者数が増加している地域における対策（具体例）
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平成２１年度第２次補正予算案
保健衛生施設等設備整備費補助金（１６億円）

（事業内容）

一般医療機関における外来部門において、新型インフルエンザに感染している可能性がある者とそれ以外の
患者に感染が及ばないよう十分な感染防止措置を行うための設備整備を行う。

（補助対象設備）

・HEPAフィルター付パーティション ・HEPAフィルター付空気清浄機

（実施主体） 都道府県 （補助率） １／２

感染症外来協力医療機関設備（８．１億円）

（事業内容）

新型インフルエンザ発生時に患者を受け入れる感染症指定医療機関や全国の入院医療を担当する医療機
関において必要な設備の整備を行い、円滑な医療の提供ができる体制整備を行う。

（補助対象設備）

・人工呼吸器 ・簡易陰圧装置 ・個人防護具

（実施主体） 都道府県 （補助率） １／２

新型インフルエンザ患者入院医療機関設備（７．９億円）
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正しく受診するために（ポスター）
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肝炎対策について

健康局疾病対策課肝炎対策推進室

責任者：伯野 春彦

担当者：西 塔 哲

連絡先：０３－３５９５－２１０３
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BḌ CḌ ר ᾍ
֗ ҃

ӣ Ҟ

実施主体 都道府県

対象者 Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者

対象医療
Ｂ型・Ｃ型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療

Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤治療

自己負担
原則 １万円

ただし、上位所得階層については、２万円

財源負担 国：地方＝１：１

予算額 １８０億円

総事業費 ３６０億円

͝ ǵǦȈǵ ṑ ρ
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がん対策について

健康局総務課がん対策推進室

責任者：鈴 木 健 彦

担当者：末政 桂一郎

連絡先： ０３－３５９５－２１８５
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がん対策基本法（平成18年６月成立)

がん対策を総合的に策定・実施

地方公共団体

がん対策推進基本計画
○閣議決定・国会報告・公表
○達成状況の調査・公表
○尐なくとも５年ごとに検討・変更

厚生労働大臣

がん対策推進基本
計画案の作成

都道府県

都道府県がん対策推進計画
○がん医療の提供の状況等を 踏まえ策定・公表
○尐なくとも５年ごとに検討・変更

国

○がんの予防及び早期発見の推進
○がん医療の均てん化の促進等
○研究の推進等

基本的施策

設置

意見

関係行政
機関

協議

資料提出・要請

がん対策推進基本計画（平成19年6月閣議決定）

（１）放射線療法・化学療法の推進、これらを専門的
に行う医師等の育成

（２） 治療の初期段階からの緩和ケアの実施
（３）がん登録の推進

重点的に取り組むべき課題

○がんによる死亡者の減尐
（７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減尐）

○全てのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療
養生活の質の向上

全体目標〖１０年以内〗

１．がん医療
①放射線療法及び化学療法の推進並びに医療従事者の育成
②緩和ケア ③在宅医療 ④診療ガイドラインの作成 ⑤その他

２．医療機関の整備等

３．がん医療に関する相談支援及び情報提供

４．がん登録

５．がんの予防

６．がんの早期発見

７．がん研究

☆ がん検診の受診率について、５０％以上とする【５年以内】

分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標
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がん対策推進計画を推進するための都道府県の主な取組
（アクションプラン）

○ 都道府県がん対策推進計画（平成２１年１０月に全都道府県で策定）
に記載されている施策のうち、特に都道府県が主体となって取り組むこと
が必要不可欠な分野とされている３つの取組について、より一層の推進
を図るための具体的な対処方針の作成を、都道府県に推奨する。

・ 地域の実情に即した目標項目及び到達目標を定める。

・ 実施主体別の取組を定める。
（都道府県、市区町村、医療機関、職域、住民、がん患者・家族 等）

・ 各都道府県に設置されている、がん対策に関する協議会等の
意見を聴きながら、アクションプランの作成・進行管理を行う。

・ アクションプランの内容、進捗状況に関する評価結果は、毎年１０月末まで、
に厚生労働省に報告する。

○策定状況 １９道府県で策定済み（平成２１年１２月２日現在）

がん医療

たばこ対策

がん検診
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がん対策予算額の推移について
β補正予算として、平成１８年度は、１５億円、平成２０年度は、

８億円を計上。 平成２１年度は、補正予算に２３７億円を計上。

※市区町村がん検診に係る費用については交付税により別途措置【２１年度：１，２９８億円（２０年度：６４９億円）】
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出典：国民生活基礎調査（厚生労働省）

○ 胃がん、肺がん、乳がん、大腸がんは４０歳以上、子宮がんは２０歳以上を対象。
○ 健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）の中で受診したものも含む。

⅜╪ ─
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がん検診５０％推進本部

ủ

ה

○役 割
・がん検診受診率向上に係る施策の全体
進行管理及び全体調整等
・集中キャンペーン及び全国大会の実施 等

厚生労働省

○役 割

・地域の特性に応じたがん検診の受診促
進事業を展開

・検診窓口の設置、公開

・精度の高 いがん検診の実施 等

がん検診受診促進
企業連携推進本部

○設置場所:（株）電通
○役割

・サポート企業の募集
・サポート企業への支援 等

サポート企業 は企業特性
に応じ た独自の受 診勧奨
事業及び自社における受診
率向上策を展開
（地方公共団体との連携）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ

○役割

波及効果の大

きい企業の選
定方法、企業の
特性に応じた協
力方法の提案
等に対する助
言

外部委託

地方公共団体
関係団体等

国立がんセンターがん対策情報センター
○役割：・かかりつけ医を通じた受診勧奨方策について検討

・地方公共団体に対する精度管理の支援 等

がん診療連携拠点病院（平成２１年４月現在：３７５病院）
○役割：・相談支援センター等を活用した受診勧奨

・２次医療圏内の普及啓発事業の展開 等

（財）日本対がん協会（ピンクリボン等）
○役割： 正しい知識の普及・相談の実施 等

連携・支援

がん検診受診率向上に係る組織体制
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女性特有のがん対策の推進について
Åặר ǵǓȚ ἧὟ ǓȚƲˎǓȚ ǲǫǋǭǶƲ ֞ Ǔ

↓ǯǱǪǭǑȑƲ̀ǵǓȚ ǲ Ȁ֞ Ṷ̌ǋƳ

Åặר ǵǓȚ ˗ ǯǞǭƲʝὑǵ₴ ǲ ǞǦặר'Ħ(
ǲᾍǞƲἧὟǓȚ֗ǺˎǓȚ ǵ ȭɶɛɱș ⁹ǠȒǯǯȉ
ǲƲ ₓș˧̂ǠȒǚǯǲȏȑ ֞ ǵׄʣșᶫȒƳ

ἧὟ ǓȚ 20 Ʋ25 Ʋ30 Ʋ35 ֗Ǻ40

ˎǓȚ 40 Ʋ45 Ʋ50 Ʋ55 ֗Ǻ60

Ʀ Ҟϼ ⁸Ӣ 10/10 Ʋ˗ҵ 10/10

Ʀὕ ₳ ₴ ᷀

Ћ⁸Ӣ 1,797 ⁸Ӣ ˗ ὕ 1,770 ǒ 98.5

平成２１年度補正予算 ２１６億円

25

Ʀ Ҟϼ ⁸Ӣ 1/ Ʋ˗ҵ /

平成２２年度予算（案） ７６億円

β対象年齢



○ 実 施 ３５道府県１市

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
⁸

（平成２１年１２月現在）

：地域がん登録事業実施県
：地域がん登録事業未実施県

地域がん登録事業の実施状況
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移植対策について

健康局疾病対策課臓器移植対策室

責任者：辺見 聡

担当者：佐藤 州弘

連絡先： ０３－３５９５－２２５６
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臓器移植対策について

昨年７月、「臓器の移植に関する法律」の一部改正法が成立
（１は平成22年1月17日、他は同年7月17日施行）

１ 臓器提供の意思表示に併せて、親族への優先提供の意思表示を可能とする

２ 本人の臓器提供の意思が不明の場合、家族（遺族）の承諾により脳死判定及び

臓器摘出を可能とする

これにより、小児（１５歳未満の者）からの臓器提供を可能とする

３ 国及び地方公共団体は、運転免許証や医療保険の被保険者証等へ意思表示

できるようにする等、移植医療に対する啓発及び知識の普及に必要な施策を

講ずる

法律改正を踏まえ、新たな制度の周知、意思表示方法の普及（臓器提供意思

登録システム、意思表示欄付き医療保険証など）が重要な課題

１ 臓器移植法の改正
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・ 法律の施行（本年1月17日、7月17日）にあわせた普及啓発の実施
・ 「臓器移植普及推進月間」･「臓器移植推進国民大会」の実施（毎年10月）

・医療従事者に対する普及啓発活動
・関係医療機関の臓器提供体制の

拡充

・心停止下での腎臓・眼球の提供も含
め、臓器提供協力（意思確認の実施）
について施設等巡回し依頼

活動費
・活動旅費
・臓器移植推進費
・会議開催費

都道府県臓器移植コーディネーター
都道府県臓器移植コーディネーター

支援事業
（社）日本臓器移植ネットワーク

が行う事業に対し国庫補助

厚生労働省 都道府県
(社)日本臓器移植

ﾈｯﾄﾜｰｸ

・ 新たな制度の普及啓発
・ 臓器提供意思登録システム
の 運用

・ 意思表示カード・シールの配
布

都道府県臓器移植コーディ
ネーターとともに、 新たな制度

や、意思表示欄付き被保険者
証等の周知

・ ガイドライン等の策定、発出
・ 新たな制度の普及啓発

関係学会等を通じた医療関係者
への普及啓発

２ 適正な臓器移植の推進に向けた実施体制

平成21年度予算 平成22年度予算案
40,100千円 Ҧ 62,266千円
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骨髄移植対策 さい帯血移植対策

造血幹細胞移植対策について

骨髄ドナー登録者数

３５万２千人を超える（H21.11末）

骨髄バンクを介した移植件数

１１，１７８件（H21.11末）
（H20年度 1,118件）

将来展望に関する検討会議（骨髄移植推進財団）

ドナー登録者３０万人の目標達成（H20.1.15）

一人でも多くの有効ドナー登録者の確保

都道府県

さい帯血バンクを介した移植件数

５，８７３件（H21.11末）
（H20年度 859件）

①献血併行型登録会及び集団登録会、保健所窓口におけるドナー登録受付機会の拡大

②関係者からなる連絡協議会の設置、情報・意見交換、連絡調整

さい帯血保存個数

３２，４１３個（H21.11末公開数）

◆ 一人でも多くの患者さんに移植の機会を提供できるよう普及啓発等の実施

◆ 骨髄提供希望者登録事業等の積極的な推進
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疾病対策について

健康局疾病対策課

責任者：難波 吉雄

担当者：石田 博嗣

連絡先： ０３－３５９５－２２４９
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難病の研究事業

臨床調査研究分野のうち、治
療が極めて困難で、かつ医療
費が高額な疾患について、医
療の確立、普及を図るとともに、
患者の医療費負担の軽減を
図る。

・ライソゾーム病
・特発性間質性肺炎
・表皮水疱症
・筋萎縮性側索硬化症 （ＡＬＳ）

研究奨励分野＜平成21年度新設＞

・骨髄線維症
・側頭動脈炎
・フィッシャー症候群
・色素性乾皮症

など

特定疾患治療研究事業
＜医療費助成＞

難治性疾患克服研究事業
＜研究費助成＞

臨床調査研究分野
（１２３Ҧ１３０疾患）

横断的基盤研究分野 (β1)

（疾患横断的に病因・病態解明）

重点研究分野 (β1)

（革新的診断・治療法を開発 ）
╩ √∆ ─℮∟

⌐ ╕╣⌂™╙─
≢№∫≡⁸↓╣╕≢ ⅜ ╦
╣≡™⌂™ ⌐≈™≡⁸
╛ ─ ⁸
─ ╩ ∆

・希尐性（患者数５万人未満）
・原因不明
・治療方法未確立
・生活面への長期の支障

の４要素を満たす疾患から選定
し原因究明などを行う

など

（５６疾患）

β

・家族性高コレステロール血症
（ホモ接合体）

・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・肥大型心筋症

β平成２１年度は１７７疾患が対象

・拘束型心筋症
・ミトコンドリア病
・リンパ脈管筋腫症（LAM）
・重症多形滲出性紅斑（急性期）
・黄色靱帯骨化症
・間脳下垂体機能障害

＜平成２１年度補正予算を踏まえ追加＞
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難病対策における現状と今後の課題

（１） 難治性疾患克服研究事業

○平成２１年度予算において、対前年度４倍増となる１００億円を確保し、研究内容の

充実を図り、これまでに十分に研究がなされてこなかった疾患について、診断基準の

確立等のための研究を行う研究奨励分野を創設。

○平成２２年度予算案においても、対前年度同額の１００億円を計上したところであり、

研究奨励分野を中心に研究の充実を図る予定。

（２）特定疾患治療研究事業

○平成２１年度予算において、当初予算２３２億円に加え、平成２１年度第１次補正予

算により、１１疾患を対象疾患として追加（２９億円）。

○平成２２年度予算案においては、平成２１年度第１次補正予算において追加された

１１疾患分を含め、対前年度比４３億円増の約２７５億円を計上。

（３）難病対策の検討について

○難病に関する研究のあり方や医療費助成の安定的な財源確保を含めた難病対策

全体のあり方について、今年度中に検討を開始する予定。
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３ エイズ予防指針

普及啓発及び
教育

○ ＨＩＶ/ エイズに係る基本的な情報・正しい知識の提供
○ 個別施策層（青尐年、同性愛者）への普及啓発

検査相談体制の
充実

○ ＨＩＶ検査普及週間（毎年6/1～7）の創設
○ 利便性の高い検査体制の構築（平日夜間・休日・迅速検査等）
○ 年間検査計画の策定と検査相談の実施

医療提供体制
の再構築

○ 中核拠点病院の整備を始めとした都道府県内における医療体制の確保
○ 連絡協議会の設置等による各病院間の連携支援

◆ 我が国のＨＩＶ･エイズ対策は、感染症予防法に基づき策定された「エイズ予防指針」(平成18年改正)に沿って実施

○ 普及啓発等施策の実施におけるＮＧＯ等との連携強化
○ 関係省庁間連絡会議の定期的な開催による総合的なエイズ対策の推進
○ 感染者・患者数の多い都道府県等(１６地方公共団体）への重点的な連携

施策の実施を支える
新たな手法

. 

１ 近年のＨＩＶ感染者・エイズ患者の発生動向（平成20年） ２ 新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者 感染経路別内訳
（平成21年1月～9月）

ＨＩＶ エイズ

רֿ
ר

ר
ר

Ǥǵ̀ ʥ

רֿ
ר

ר
ר

Ǥǵ̀
ʥ

◆ 「エイズ予防指針」は５年ごとの改正となっており、平成23年改正を目指し、22年度早期に改正作業を開始予定

ＨＩＶ・エイズ対策について

新規報告数の年次推移

合計

HIV

エイズ
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平成２１年度より「ハンセン病問題対策促
進会議」を以下のとおり開催し、ハンセン病
の患者であった者等の社会復帰支援などに
関する、国と地方公共団体との情報の共有
化及び連携の強化を図るものとする。

【開催予定日時及び場所】

○第１回 平成２２年１月２０日（水）
１３：３０～１６：３０
大阪合同庁舎第４号館２階
第１共用会議室

○第２回 平成２２年１月２９日（金）
１３：３０～１６：３０
厚生労働省５階共用第７会議室
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リウマチ・アレルギー対策について

重点的取組

自己管理可能な疾患を目指して

これまでの対策

相談体
制の確
保

効果的か
つ効率的
な研究

研究目標
の明確化

医薬品の

開発促進
等

相談体制

啓発・普及

リウマチ・アレルギー
対策委員会開催（予定）

情報提
供体制
の確保

医療の
提供

新しい対策の方向
性を検討

（平成２２年度）

研究の推進
研究の推進

・「リウマチ対策の方向
性等」の見直し

・「アレルギー対策の方
向性等」の見直し
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慢性腎臓病（CKD）とは

É「蛋白尿などの腎障害の存在を示す所見」もしくは「腎機能低下」が3か月以上続く状態
É人工透析が必要となるなど、健康への重大な影響
É透析患者の急増等により、世界的にCKDの重大性への認識が高まってきている
É発症や重症化の予防が可能

１．普及啓発 ２．医療連携体制 ３．診療水準の向上 ４．研究の推進 ５．人材
育成
を今後の重点的取り組みとする。

● 慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業について

● 慢性腎臓病（CKD）シンポジウムの開催について

【実施主体 補助率】
都道府県 １／２（国１／２）

【主な実施事業】
① 患者等一般向けの講演会等の開催
② 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施 等

＜本年度の予定＞

平成２２年３月１１日（木）

場所：東京国際フォーラム B5ホール

「今後の取り組み」
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生活習慣病対策について

健康局総務課生活習慣病対策室

責任者：木村 博承

担当者：星 克 憲

連絡先：０３－３５９５－２２４５
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＜今後の生活習慣の改善に向けた取組の方向性＞

☆ 男性の肥満、若い女性のやせについては、引き続き改善に向けた取組を推進

☆ 改善傾向のみられない朝食の欠食及び野菜摂取量の増加については、取組の
工夫が必要

☆ 運動習慣のない者への取組を強化する必要

☆ さらなる喫煙率の減尐に向けた取組を推進
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運動の戦略に関する分析・とりまとめ

実行委員会の活動の推進

◆新たな戦略に基づく取組の推進
◆関係団体、民間企業等と連携しながら効果的・戦略的な展開

◆ターゲットを明確にした運
動戦略の決定

・ターゲットに関する量的・質的な調査・分析
・行動変容の過程と要因の分析 等

新たな戦略に基づく実行委員会の活動方針の検討・決定

「健やか生活習慣国民運動」の展開
－「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」を目指して－

22

21

○健康寿命の延伸を図り、明るく活力ある社会を構築するため、疾病の発症を
予防する「一次予防」に重点を置いた健康日本２１の取組の一環として実施。

○健康日本２１のうち、「運動・食生活・禁煙」に焦点。

【取組内容】

【平成２２年度予算額(案) ５１百万円】
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¸基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則

として全面禁煙であるべき。

¸社会情勢の変化に応じて暫定的に喫煙可能区域を確保することもとり得る方

策の一つ。

たばこ対策を取り巻く環境

第２５条 受動喫煙を防止するための措置を講ずるように努めなければならない。

平成１５年５月 健康増進法施行

知識の普及、未成年者喫煙防止、受動喫煙の防止、禁煙支援

平成１２年３月 健康日本２１策定

(目的） たばこの消費及び受動喫煙が健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊
的な影響から現在及び将来の世代を保護する。

平成１７年２月 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約発効

受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書 （概要）

国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、１本あたり３．５円の税率引上げ
（価格上昇は５円程度） ※平成２２年１０月施行予定

平成２１年１２月 税制改正大綱
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慢性疾患対策の更なる充実に向けた検討会 （概要）

慢̧性疾患の予防に資する知識の一層の普及啓発や提供される保健医療サービスの質を高める。

患̧者を多種多様な関係者、関係機関が主体的に関与することにより社会全体で支えていくことが求められている。

¸筋・骨格系及び結合組織の疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）などは、施策のあり方を検討していくことが重要。

¸糖尿病など既存の施策の対象となっている慢性疾患においても、関係医療機関等の連携をより一層促進させて

いくことなどが必要。

患̧者が主体となる慢性疾患対策に社会全体で取り組む意識の醸成とその基盤づくりが必要。

●ＣＯＰＤ対策のあり方を議論していくことが必要
●糖尿病等においても関係医療機関等の連携を促進させていくことが必要

知識の普及・サービス向上

社会全体で支える

今後検討が必要な疾患

関係機関等との連携

基盤づくり
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地域保健・保健指導の推進
について

健康局総務課地域保健室
保健指導室

責任者：大橋 正芳・勝又 浜子
担当者：菊池 育也

連絡先：０３－３５９５－２１９０
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【経緯】

市区町村、都道府県、国等が取り組むべき

地域保健対策の方向性

地域保健対策の推進に関する
基本的な指針

保健師活動を活動領域等に分けて

取り組むべき方向性

平成 6年

平成 9年

平成10年

平成12年

平成15年

平成20年

平成21年

市町村合併

地域保健法が一部施行され、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針（基本指

針）」を告示

地域保健法の全面施行

「地域における保健婦及び保健士の保健活動指針（保健活動指針）について」を通知

健康危機管理体制の確保、介護保険法の施行などによる基本指針の一部改正

健康増進法の施行、精神障害者対策などによる基本指針、保健活動指針の一部改

正（最終）

医療制度改革〈医療計画（４疾病５事業）、特定健診・保健指導〉

新型インフルエンザの流行、保健師助産師看護師法の一部改正（免許取得後の研

修の実施・Ｈ22.4.1施行）
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【課題】

【対応】

①市区町村が行う事業（母子、健康増進事業等）と保健所が行う事業

（精神・難病対策等）の相補的な技術提供

②特定健診・保健指導における市区町村、医療保険者、医療関係団

体の連携の充実及び機能強化

③関係機関と連携・調整された健康危機管理体制の構築

④医療計画（４疾病５事業）にかかる医療提供体制のネットワークの充

実及び安心・安全な医療の技術支援や質の向上

⑤調査研究による科学的根拠の確立、疫学情報の解析・提供

⑥公衆衛生従事者の確保・質の向上

地域保健の現状を把握

「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」
および「地域における保健師の保健活動指針」の必要な改正

É都道府県、市区町村、保健所、地方衛生研究所からの意見を掌握（アンケート、ヒアリング）

（組織、マンパワー、配置、権限、主な業務、現任教育体制、それぞれの関係、各種計画への関与など）

É各種報告書、調査研究結果の検証

保健所設置市

市区町村

技術提供
連携
機能強化

調査研究
解析
提供

保
健
所

地
衛
研

都道府県

保
健
所

地
衛
研
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生活衛生対策について

健康局生活衛生課

責任者：松岡 正樹

担当者：大重 修一

連絡先：０３－３５９５－２３０１
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生活衛生関係営業の振興について①

○ 生活衛生関係営業者に対する経営上必要な融資、 税務、労務管理等の経営相談指
導及び生衛業者の自主的な取組等に対する支援の実施

○ 活性化促進事業費の新規事業の追加
・ 新型インフルエンザ等の感染症の拡大防止対策の普及啓発
・ 消費者・利用者からの苦情処理を円滑に行う体制の整備

○ 各種補助事業の積極的な実施及び地方交付税の財源の活用をお願いする

振興指針の改正について

ủ │ ─ ⌐≈™≡
ᵑ ╘╪ ᵒ ᵓ

⁸ ─ ⅝╩ √ ⁸ ∆╢

ủ ⅜ ∆╢ ─ ⌐ ╢ │ ⅜ ℮
↓≤≤⌂∫≡™╢

ủ ⌐⅔™≡│⁸ ≤ ╩ ╡ ⌐ ─ ⅜
↕╣╢╟℮↔ ╩⅔ ™∆╢

生活衛生営業指導センターによる支援について
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生活衛生関係営業の振興について②

○貸付規模 １，４００億円
○貸付条件

・振興事業貸付（金利引下げの継続）
設備資金：特別利率③ Ҧ 振興設備利率
運転資金：基準利率 Ҧ 特別利率①

（標準営業約款登録者は特別利率①Ҧ特別利率②）

・振興事業貸付
特別利率適用施設設備に店舗等に係る費用（敷金 等）を追加

日本政策金融公庫の「生活衛生資金貸付」について

１．セーフティネットと貸付等の延長・拡充

株式会社日本政策金融公庫の生活衛生セーフティネット貸付等の延長・拡充により、生活
衛生関係営業者への円滑な資金提供を行う。

・ 雇用維持・拡充対応の金利引下げの強化
「基準金利－０．１％」 Ҧ 「基準金利－０．２％」

・ 売上減尐対応の金利引下げの継続（基準金利－０．３％） 等

２．デフレ下の実質金利高への対応策

デフレ経済下で、長期の設備投資等を行う生活衛生関係営業者に対し、株式会社日本政策
金融公庫からの借入金について、２年間、物価下落に対応して、０．５％引下げを図る。

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」について

22

21
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生活衛生関係営業の適正な運営等について

○ 理容師養成施設及び美容師養成施設における同時授業の実施について

理容師資格の取得希望者が著しく減尐し、養成施設を休止又は廃止する状況にあること
から、入所者が尐ない理容師養施設において、一部の共通科目については、併設する美容
師養成施設と同時に授業を行うことを認める特例措置を講ずる。

○ 理容所・美容所に対する指導監督について

無資格者による業務の取締り、衛生水準確保のための指導監督の徹底。

理容業・美容業について

○ クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の受講促進。

クリーニング業について

○ 伝統的建造物を利用した旅館営業における構造設備要件を緩和する
特区の認定について

町家等の伝統的建造物の風情を活かし旅館営業を行う場合、玄関帳場に代替する
機能を有する設備を備える等一定の条件を満たすことを条件として、玄関帳場の設置
要件を緩和する特区を設ける。

○ 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の本人確認の徹底について

国籍及び旅券番号の宿泊者名簿への記載、旅券の写しの保存について、引き続き
営業者等に対し周知。

旅館業について
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建築物の衛生対策について

○ 特定建築物維持管理権原者の明確化について

近年、建築物の所有・管理形態が多様化。特定建築物維持管理権
原者の解釈の整理を図るとともに、法施行規則の関係規定の整備を
検討。

○ 建築物における衛生水準の確保について

・ 建築物環境衛生管理基準の適合率の改善。
・ 立入検査等に基づく指導助言を通じた特定建築物維持管理権原者

への指導。

○ シックハウス対策について
シックハウスの相談等の体制の充実化及び普及啓発の促進。
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「水道ビジョン」の推進に向けた取り
組みについて

健康局水道課

責任者：粕谷 明博

担当者：熊谷 和哉

連絡先：０３－３５９５－２３６８
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１）

水道の運営基
盤の強化

２）

安心・快適な
給水の確保

３）

災害対策等の
充実

４）

環境・エネル
ギー対策の強
化

５）

国際協力等を通
じた水道分野の
国際貢献

課 題 解 決 型 の 施 策 群

国際

すべての国民が安心してお
いしく飲める水道水の供給

いつでもどこでも安定
的に生活用水を確保

持続

地域特性にあっ
た経営
基盤の強化

水道文化・技術
の継承と発展

需要者ニーズを踏
まえた給水サービ
スの充実

我が国の経験の海外移転
による国際貢献

環境 環境保全への
貢献

国際

安定安心
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地域水道ビジョンの策定状況
（平成22年１月）

給水人口割合 事業者数割合

上水道事業 ７６％ ３５％

用水供給事業 ８４％ ４５％

都道府県 － ２県（秋田・福島）
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耐震適合管の割合
（平成20年度）
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ה ─

水質検査に関する

こと, 40.5%

, 

19.0%

, 

16.7%

住民対応に関する

こと, 7.1%

クリプトスポリジウ

ム対策, 4.8%

, 

4.8%

各種届出, 2.4% 健康診断, 4.8%
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水質基準等の見直し予定について

カドミウム

(基 0.01mg/l)

Â食品安全委答申を踏まえ、「0.003mg/l以下」に強化

厚生労働科学研究や食品安全委員会答申、ＷＨＯの動向など、

新たな科学的知見に基づき、検討しているところ

H2１．2 厚生科学審議会生活環境水道部会で審議

（水質基準項目）

（水質管理目標設定項目）
1,1,2- トリクロロエタン

(目0.006mg/l)
Â食品安全委評価結果及び原水・浄水中の検出状況を勘案し、
水質管理目標設定項目から削除

農薬類 Â食品安全委答申を踏まえた目標値の変更

イソプロチオラン、ジチオピル、メフェナセット、

ブロモブチド、エスプロカルブ、ピリプロキシフェン
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原爆被爆者対策について

健康局総務課

責任者：鈴木 俊彦

担当者：川崎 信一

連絡先：０３－３５９５－２２０７
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・ ２２年度予算額（予定） 約３億円

附 則

２ 政府は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条の認定等に係る制度の在り方について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政 府

原爆症認定集団訴訟原告

基 金

支援事業実施法人

補助
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原爆症の認定件数

・平成20年4月以降、21年12月までで、合計5,055件を認定

1年間で
前年度の実績の23

倍以上を認定

2969

2086
β都道府県市にお願いしたい事項
・申請書類進達に当たっての資料の確認

医学的書類など必要資料の添付、書類記載事項の
不備の確認

平成13年9月7日付健総第57号
平成20年7月3日付健総発第0703001号 等参照
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在外被爆者の方々からの原爆症認定申請について

○ 在外被爆者の方々からの原爆症認定申請については、平成２０年６月に成立した改正
被爆者援護法（海外からの被爆者健康手帳申請を可能とした）の附則において、「政府
は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者に係る原爆症認定申請の在り方に
ついて検討を行う旨規定されている。

○ 現在、海外からの原爆症認定申請を適切に行うための事務処理方策について実務面
での検討を進めているところ。

○現在検討中の申請に係るスキーム

申 請 者

在外公館

最後の居住地等の都道府県知事、広島市長、長崎市長

厚生労働省

○施行日 平成２２年度中（できる限り早い時期）
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